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主
な
内
容

令和２年２月

七飯町会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例を可決

七　 飯 　町

208

　令和元年第４回定例会は、12月11日に招集され、会
期を13日までの３日間と決め、開催されました。
　令和元年度一般会計補正予算、条例の改正など議案13
件を審議しました。
　一般質問では６人の議員が質問に立ち、町政に対する
理事者の考えを質したほか、総務財政常任委員会より付

託事件の報告書、総務財政常任委員会、民生文教常任委
員会、経済産業常任委員会より行政視察に係る所管事務
調査の報告書の提出がありました。
　また、議員提出議案として、国、関係機関へ要請する
意見書２件を審議し、原案のとおり可決されました。

審議結果

総務財政常任委員会報告

総務財政常任委員会報告

経済産業常任委員会に付託

◎

◎

付託

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

報告済

報告済

承認
◎＝全員一致で可決　○＝賛成多数で可決　●＝賛成少数で否決　×＝賛成なしで否決

議　
　
　
　
　
　
　
　

案

議　　　件　　　名　　　等 継続審査・調査・その他番　号結果区　分

条例制定

条例改正

その他

補正予算

意見書等

そ の 他

七飯町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について

地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について

七飯町下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について

七飯町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正について

七飯町学校設置条例の一部改正について

七飯町公の施設に係る指定管理者の指定について〔七飯町パークゴルフ場七飯コース、大中山コース〕

七飯町公の施設に係る指定管理者の指定について〔屋内ゲートボール場すずらんコート、ひまわりコート〕

七飯町公の施設に係る指定管理者の指定について〔七飯町大沼国際交流プラザ〕

七飯町公の施設に係る指定管理者の指定について〔道の駅なないろ・ななえ）

令和元年度七飯町一般会計補正予算（第８号）

令和元年度七飯町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

令和元年度七飯町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

令和元年度七飯町介護保険特別会計補正予算（第４号）

令和元年度七飯町下水道事業特別会計補正予算（第２号）

令和元年度七飯町水道事業会計補正予算（第２号）

「あおり運転」に対する厳罰化とさらなる対策の強化を求める意見書

日米貿易協定に関する意見書

各常任委員会報告

出納検査報告

閉会中の委員会活動の承認について

議案第4 6号

議案第4 7号

議案第6 4号

議案第6 5号

議案第6 6号

議案第6 7号

議案第6 8号

議案第6 9号

議案第7 0号

議案第7 1号

議案第7 2号

議案第7 3号

議案第7 4号

議案第7 5号

議案第7 6号

発議案第11号

発議案第12号

□審議して決まったこと………………………………P.20
□監査報告………………………………………………P.21
□議案審査の結果報告…………………………………P.21
□一般質問………………………………………………P.23

□総務財政常任委員会報告……………………………P.26
□民生文教常任委員会報告……………………………P.26
□経済産業常任委員会報告……………………………P.28
□議員出席状況…………………………………………P.29

令和元年
第4回定例会
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そ　

の　

他

発　

議　

案

条 

例 

改 

正

補 

正 

予 

算

意 　

見 　

書

◆
令
和
元
年
度
七
飯
町
水
道
事

業
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

　

道
道
大
沼
公
園
線
改
良
工
事

に
伴
う
水
道
管
移
設
実
施
設
計

等
に
よ
り
、
収
益
的
支
出
を
70

万
円
追
加
し
、
総
額
を
４
億
８

千
170
万
円
、
資
本
的
収
入
を
220

万
円
追
加
し
、
総
額
を
２
億
１

千
520
万
円
、
資
本
的
支
出
を
230

万
円
追
加
し
、
総
額
を
３
億
９

千
630
万
円
と
し
た
。

◆
七
飯
町
公
の
施
設
に
係
る
指

定
管
理
者
の
指
定

▽
公
の
施
設
の
名
称
及
び
位
置

①
七
飯
町
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
場
七

飯
コ
ー
ス

　

亀
田
郡
七
飯
町
本
町
２
丁
目

140
番
地
１

②
七
飯
町
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
場
大

中
山
コ
ー
ス

　

亀
田
郡
七
飯
町
大
川
11
丁
目

347
番
地
１

▽
指
定
管
理
者
と
な
る
べ
き
団

体
の
住
所
、
名
称
及
び
代
表
者

　

亀
田
郡
七
飯
町
鳴
川
１
丁
目

６
番
18
号

　

グ
リ
ー
ン
Ｐ
・
Ｇ
サ
ー
ビ
ス

株
式
会
社

　

代
表
取
締
役　

大
森　

章
吾

▽
指
定
管
理
期
間

　

令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら

　

令
和
５
年
３
月
31
日
ま
で

◆
七
飯
町
公
の
施
設
に
係
る
指

定
管
理
者
の
指
定

▽
公
の
施
設
の
名
称
及
び
位
置

①
屋
内
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
場
す
ず

ら
ん
コ
ー
ト

　

亀
田
郡
七
飯
町
本
町
２
丁
目

96
番
地
１

②
屋
内
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
場
ひ
ま

わ
り
コ
ー
ト

　

亀
田
郡
七
飯
町
字
大
川
387
番

地
１

▽
指
定
管
理
者
と
な
る
べ
き
団

体
の
住
所
、
名
称
及
び
代
表
者

　

亀
田
郡
七
飯
町
本
町
２
丁
目

22
番
14
号

　

す
ず
ら
ん
コ
ー
ト
利
用
者
の

　

会　

会
長　

小
林　

規
彦

▽
指
定
管
理
期
間

　

令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら

　

令
和
５
年
３
月
31
日
ま
で

◆
七
飯
町
公
の
施
設
に
係
る
指

定
管
理
者
の
指
定

▽
公
の
施
設
の
名
称
及
び
位
置

　

七
飯
町
大
沼
国
際
交
流
プ
ラ

ザ

　

亀
田
郡
七
飯
町
字
大
沼
町
85

番
地
15

▽
指
定
管
理
者
と
な
る
べ
き
団

体
の
住
所
、
名
称
及
び
代
表
者

　

亀
田
郡
七
飯
町
字
大
沼
町
211

番
地

　

一
般
社
団
法
人
七
飯
大
沼
国

際
観
光
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
協

会

　

代
表
理
事　

小
泉　

真

▽
指
定
管
理
期
間

　

令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら

　

令
和
５
年
３
月
31
日
ま
で

◆
七
飯
町
公
の
施
設
に
係
る
指

定
管
理
者
の
指
定

▽
公
の
施
設
の
名
称
及
び
位
置

　

道
の
駅 

な
な
い
ろ
・
な
な
え

　

亀
田
郡
七
飯
町
字
峠
下
380
番

地
２

▽
指
定
管
理
者
と
な
る
べ
き
団

体
の
住
所
、
名
称
及
び
代
表
者

　

亀
田
郡
七
飯
町
字
峠
下
380
番

地
２

　

一
般
社
団
法
人
七
飯
町
振
興

公
社

　

代
表
理
事　

山
川  

俊
郎

▽
指
定
管
理
期
間

　

令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら

　

令
和
５
年
３
月
31
日
ま
で

◆
閉
会
中
の
委
員
会
活
動
の
承

認
に
つ
い
て

◆
議
員
提
出
議
案
と
し
て
意
見

書
２
件
が
可
決
さ
れ
、
要
望
事

項
と
し
て
各
関
係
機
関
及
び
各

関
係
大
臣
に
送
付
し
た

◎「
あ
お
り
運
転
」
に
対
す
る
厳

罰
化
と
さ
ら
な
る
対
策
の
強
化

を
求
め
る
意
見
書

◎
日
米
貿
易
協
定
に
関
す
る
意

見
書

◆
七
飯
町
会
計
年
度
任
用
職
員

の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す

る
条
例
の
制
定

　

総
務
財
政
常
任
委
員
会
よ
り

審
査
結
果
の
報
告
書
が
提
出
さ

れ
、
原
案
の
と
お
り
可
決
し
た
。

令
和
２
年
４
月
１
日
施
行

（
報
告
書
は
21
ペ
ー
ジ
に
掲
載
）

 

◆
地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
自

治
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
関
係

条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
の

制
定

　

総
務
財
政
常
任
委
員
会
よ
り

審
査
結
果
の
報
告
書
が
提
出
さ

れ
、
原
案
の
と
お
り
可
決
し
た
。

令
和
２
年
４
月
１
日
施
行

（
報
告
書
は
21
ペ
ー
ジ
に
掲
載
）

◆
七
飯
町
下
水
道
事
業
に
地
方

公
営
企
業
法
の
規
定
の
全
部
を

適
用
す
る
こ
と
に
伴
う
関
係
条

例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
の
制
定

　

七
飯
町
下
水
道
事
業
に
地
方

公
営
企
業
法
の
規
定
の
全
部
を

適
用
す
る
こ
と
に
伴
う
関
係
条

例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て
は
、
慎
重
を
期
す

た
め
、
経
済
産
業
常
任
委
員
会

に
付
託
し
、
閉
会
中
の
継
続
審

査
と
し
た
。

◆
七
飯
町
印
鑑
の
登
録
及
び
証

明
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

　

成
年
被
後
見
人
に
お
け
る
印

鑑
登
録
を
可
能
と
す
る
規
定
の

整
備
を
行
う
た
め
の
改
正

令
和
元
年
12
月
14
日
施
行

◆
七
飯
町
学
校
設
置
条
例
の
一

部
改
正

　

大
沼
小
学
校
、
大
沼
小
学
校

鈴
蘭
谷
分
校
、
軍
川
小
学
校
、

東
大
沼
小
学
校
及
び
大
沼
中
学

校
、
大
沼
中
学
校
鈴
蘭
谷
分
校

を
削
り
、
義
務
教
育
学
校
の
名

称
及
び
位
置
を
定
め
る
改
正

令
和
２
年
４
月
１
日
施
行

◆
令
和
元
年
度
七
飯
町
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
８
号
）

　

本
町
上
台
団
地
長
寿
命
化
改

修
工
事
等
に
よ
り
、
歳
入
歳
出

そ
れ
ぞ
れ
１
億
８
千
914
万
７
千

円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算

の
総
額
を
118
億
８
千
997
万
３
千

円
と
し
た
。

◆
令
和
元
年
度
七
飯
町
国
民
健

康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
２
号
）

　

国
民
健
康
保
険
シ
ス
テ
ム
改

修
等
に
よ
り
、
歳
入
歳
出
そ
れ

ぞ
れ
30
万
７
千
円
を
追
加
し
、

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
34
億

８
千
100
万
７
千
円
と
し
た
。

◆
令
和
元
年
度
七
飯
町
後
期
高

齢
者
医
療
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
２
号
）

　

北
海
道
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
負
担
金
の
確
定
に
よ

り
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
325
万

２
千
円
を
減
額
し
、
歳
入
歳
出

予
算
の
総
額
を
４
億
２
千
26
万

３
千
円
と
し
た
。

◆
令
和
元
年
度
七
飯
町
介
護
保

険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
４

号
）

　

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
各
種
利

用
者
の
増
減
及
び
地
域
支
援
事

業
利
用
者
の
増
加
等
に
よ
り
、

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
３
千
353
万

４
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出

予
算
の
総
額
を
29
億
119
万
９
千

円
と
し
た
。

◆
令
和
元
年
度
七
飯
町
下
水
道

事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

２
号
）

　

函
館
湾
流
域
下
水
道
事
務
組

合
負
担
金
の
増
加
等
に
よ
り
、

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
116
万
５
千

円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算

の
総
額
を
９
億
330
万
円
と
し
た
。

審
議
し
て
決
ま
っ
た
こ
と

令
和
元
年
第
4
回
定
例
会

条 

例 
制 
定

提案された議案に
ついて、詳細に審
査を行うため、そ
の議案の内容を所
管している常任委
員会に議案の審査
を付託することを
委員会付託という。

用語の解説

委員会付託

地方公共団体の公
益に関する事件に
関し、議会が地方
公共団体の機関と
しての意思を意見
としてまとめた文
書をいう。

用語の解説

意　見　書
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第
２
章　

フ
ル
タ
イ
ム
会
計

年
度
任
用
職
員
の
給
与
（
第
４

条
‐
第
11
条
）

　

第
３
章　

パ
ー
ト
タ
イ
ム
会

計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
（
第

12
条
‐
第
21
条
）

　

第
４
章　

パ
ー
ト
タ
イ
ム
会

計
年
度
任
用
職
員
の
費
用
弁
償

（
第
22
条
・
第
23
条
）

　

第
５
章　

雑
則
（
第
24
条
‐

第
26
条
）

　

附
則

　

第
１
章
は
、
総
則
と
し
て
、

会
計
年
度
任
用
職
員
の
定
義
等

に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。

　

第
２
章
は
、
フ
ル
タ
イ
ム
会

計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
に
つ

い
て
定
め
て
お
り
、
基
本
的
な

規
定
内
容
は
、
職
員
の
給
与
に

関
す
る
条
例
（
昭
和
24
年
条
例

第
７
号
）
の
規
定
と
同
様
で
あ

る
。

　

第
３
章
及
び
第
４
章
は
、

パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用

職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に

つ
い
て
定
め
て
お
り
、
パ
ー
ト

タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の

給
料
に
つ
い
て
は
、
月
額
、
日

額
、
時
間
給
と
給
料
体
系
が

様
々
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ

ら
の
計
算
方
法
に
つ
い
て
定
め

て
い
る
ほ
か
、
通
勤
に
係
る
費

用
弁
償
及
び
公
務
の
た
め
の
旅

行
に
係
る
費
用
弁
償
に
つ
い
て

定
め
て
い
る
。

　

な
お
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計

年
度
任
用
職
員
と
は
、
１
週
間

当
た
り
の
勤
務
時
間
が
正
職
員

の
勤
務
時
間
よ
り
短
い
会
計
年

第
29
号
）
に
よ
り
、
会
計
年
度

任
用
職
員
制
度
が
創
設
さ
れ
た

こ
と
か
ら
、
会
計
年
度
任
用
職

員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関

し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の

で
あ
る
。

　

会
計
年
度
任
用
職
員
と
は
、

一
会
計
年
度
を
任
期
と
す
る
非

常
勤
職
員
で
あ
っ
て
、
１
週
間

の
勤
務
時
間
に
応
じ
て
、
フ
ル

タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
と

パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用

職
員
に
区
分
さ
れ
る
。
会
計
年

度
任
用
職
員
制
度
が
創
設
さ
れ

た
趣
旨
と
し
て
は
、
従
前
の
臨

時
的
任
用
職
員
、
非
常
勤
職
員

の
任
用
等
に
関
す
る
制
度
が
不

明
確
で
あ
り
、
自
治
体
ご
と
に

任
用
や
勤
務
条
件
に
関
す
る
取

扱
い
が
様
々
で
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
法
律
上
、
統
一
的
な
取
扱

い
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
適

正
な
任
用
や
勤
務
条
件
を
確
保

す
る
こ
と
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

会
計
年
度
任
用
職
員
の
任
用
、

給
付
等
の
概
要
は
、
別
表
の
と

お
り
で
あ
る
。

　

そ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
条
例
で

は
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

　

第
１
章　

総
則
（
第
１
条
‐

第
３
条
）

　

総　

務　

財　

政　

１　

事
件
名

⑴
議
案
第
46
号　

七
飯
町
会
計

年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費

用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
制
定

に
つ
い
て

⑵
議
案
第
47
号　

地
方
公
務
員

法
及
び
地
方
自
治
法
の
一
部
改

正
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に

関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

２　

審
査
の
経
過

　

令
和
元
年
10
月
９
日
、
21
日
、

11
月
５
日
、
14
日
、
27
日
の
５

日
間
、
委
員
会
を
開
催
し
、
総

務
部
長
、
総
務
財
政
課
長
の
出

席
を
求
め
、
審
査
を
行
っ
た
。

３　

決
定
及
び
理
由

⑴
議
案
第
46
号　

七
飯
町
会
計

年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費

用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
制
定

に
つ
い
て

ア　

決
定　

原
案
可
決

イ　

理
由

　

当
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
議

案
第
46
号
は
、
地
方
公
務
員
法

及
び
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
平
成
29
年
法
律

れ
ぞ
れ
13
万
５
千
円
を
追
加
し
、

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
９
億

213
万
５
千
円
と
し
た
。

◆
令
和
元
年
度
七
飯
町
水
道
事

業
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

　

人
事
院
勧
告
に
伴
う
人
件
費

の
増
額
に
よ
り
、
収
益
的
支
出

を
200
万
円
追
加
し
、
総
額
を
４

億
８
千
100
万
円
と
し
た
。

◆
令
和
元
年
度
七
飯
町
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
７
号
）

　

介
護
保
険
特
別
会
計
繰
出
金

に
よ
り
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

６
万
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出

予
算
の
総
額
を
117
億
82
万
６
千

円
と
し
た
。

◆
令
和
元
年
度
七
飯
町
介
護
保

険
特
別
会
計
補
正
予
算（
第
３

号
）

　

人
事
院
勧
告
に
伴
う
人
件
費

の
増
額
に
よ
り
、
歳
入
歳
出
そ

れ
ぞ
れ
７
万
８
千
円
を
追
加
し
、

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
28
億

６
千
766
万
５
千
円
と
し
た
。

◆
令
和
元
年
度
七
飯
町
下
水
道

事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

１
号
）

　

人
事
院
勧
告
に
伴
う
人
件
費

の
増
額
に
よ
り
、
歳
入
歳
出
そ

◆
令
和
元
年
度
七
飯
町
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
６
号
）

　

文
化
功
労
賞
受
賞
者
決
定
に

伴
い
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
26
万

９
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出

予
算
の
総
額
を
117
億
76
万
６
千

円
と
し
た
。

◆
大
沼
岳
陽
学
校
建
築
主
体
工

事
請
負
契
約
に
つ
い
て

　

既
存
校
舎
棟
の
屋
根
下
地
腐

食
箇
所
の
撤
去
及
び
新
設
の
た

め
設
計
変
更
に
よ
り
増
額

▽
契
約
金
額

　

変
更
前
３
億
４
千
100
万
円

　

変
更
後
３
億
４
千
606
万
円

◆
議
員
の
派
遣
に
つ
い
て

◆
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

の
一
部
改
正

　

令
和
元
年
人
事
院
勧
告
に
伴

い
、
若
年
層
の
給
料
月
額
の
改

定
及
び
勤
勉
手
当
の
支
給
月
数

の
増
加
に
よ
る
条
例
改
正

　

公
布
の
日
、
令
和
２
年
４
月

１
日
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
施
行

そ　

の　

他

条 

例 

改 

正

補 

正 

予 

算

補 
正 
予 

算

畑　中　静　一　議員
全国町村議会議長会表彰【議員30年以上】

表　 彰
　町村議会議員として地方自治の振興
発展に寄与し、その功績が認められ、
次の方が表彰されました。

10
月
21
日

令
和
元
年
第
3
回 

臨
時
会

11
月
25
日

令
和
元
年
第
4
回 

臨
時
会

　

一
般
会
計
、
各
特
別
会
計
、

水
道
事
業
会
計
、
歳
入
歳
出
外

会
計
及
び
各
基
金
に
係
る
現
金
、

預
金
等
の
出
納
保
管
状
況
を
次

の
と
お
り
検
査
し
た
。

令
和
元
年
８
月
分
を

　

９
月
25
日
、
26
日
、
27
日
、

30
日

令
和
元
年
９
月
分
を

　

10
月
24
日
、
28
日
、
29
日

令
和
元
年
10
月
分
を

　

11
月
26
日
、
27
日
、
28
日
、

29
日

検
査
結
果

　

現
金
、
預
金
等
の
金
額
並
び

に
提
出
さ
れ
た
収
支
計
算
書
そ

の
他
の
資
料
に
記
載
さ
れ
た
金

額
は
、
い
ず
れ
も
関
係
帳
簿
等

の
金
額
と
一
致
し
、
計
数
上
の

誤
り
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

監
査
委
員

永　

田　

英　

利

神　

﨑　

和　

枝

例  

月  

出  

納  

検  

査

監 

査 

報 

告

監 

査 

報 

告

監 

査 

報 

告

議
案
審
査
の
結
果
報
告

議
案
審
査
の
結
果
報
告

議
案
審
査
の
結
果
報
告

議
案
審
査
の
結
果
報
告

議
案
審
査
の
結
果
報
告

　

令
和
元
年
９
月
12
日
第
３
回
定
例
会
に
お
け
る
議
決
に
基
づ

き
、
当
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
、
審
査
し
た
結
果
を

下
記
の
と
お
り
報
告
す
る
。

総　

務　

財　

政
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正
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に

関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

ア　

決
定　

原
案
可
決

イ　

理
由

　

議
案
第
46
号
に
お
い
て
は
会

計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び

費
用
弁
償
に
つ
い
て
定
め
た
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
議
案
第
47
号

に
お
い
て
は
会
計
年
度
任
用
職

員
制
度
の
創
設
に
伴
い
、
関
係

す
る
次
の
10
本
の
条
例
の
一
部

改
正
を
整
備
条
例
と
し
て
定
め

た
も
の
で
あ
る
。

①
七
飯
町
職
員
定
数
条
例
（
昭

和
24
年
公
布
）

②
七
飯
町
人
事
行
政
の
運
営
等

の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例

（
平
成
17
年
条
例
第
42
号
）

③
職
員
の
分
限
に
つ
い
て
の
手

続
及
び
効
果
に
関
す
る
条
例

（
昭
和
26
年
条
例
第
22
号
）

④
職
員
の
懲
戒
の
手
続
及
び
効

果
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
26
年

条
例
第
23
号
）

⑤
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等

に
関
す
る
条
例
（
平
成
６
年
条

例
第
18
号
）

⑥
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す

る
条
例
（
平
成
４
年
条
例
第
１

号
）

⑦
公
益
的
法
人
等
へ
の
七
飯
町

職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例

（
平
成
15
年
条
例
第
36
号
）

⑧
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

（
昭
和
24
年
条
例
第
７
号
）

⑨
七
飯
町
職
員
の
旅
費
に
関
す

る
条
例
（
平
成
11
年
条
例
第
25

号
）

⑩
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及

び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
昭
和

51
年
条
例
第
15
号
）

　

い
ず
れ
の
条
例
も
会
計
年
度

任
用
職
員
制
度
の
創
設
に
伴
う

必
要
な
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
こ
と
を
留
意
の
上
、

条
例
の
内
容
を
審
査
し
た
と
こ

ろ
、
い
ず
れ
の
条
例
も
会
計
年

度
任
用
職
員
制
度
の
創
設
に
伴

う
条
例
改
正
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

全
員
一
致
で
原
案
の
と
お
り
可

決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
。

度
任
用
職
員
を
い
う
も
の
で
あ

る
。

　

第
５
章
は
、
雑
則
規
定
を
定

め
て
い
る
。

　

附
則
と
し
て
、
こ
の
条
例
は
、

令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
施
行

す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。

　

委
員
か
ら
は
、
条
例
制
定
後

の
制
度
の
運
用
方
針
に
つ
い
て

質
疑
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
町
と
し
て
現

在
考
え
て
い
る
制
度
の
運
用
と

し
て
は
、
来
年
度
に
つ
い
て
は
、

現
在
よ
り
少
な
い
勤
務
時
間
数

に
よ
っ
て
採
用
を
行
う
が
、来
年

度
中
に
、
そ
の
職
の
業
務
内
容

等
に
つ
い
て
改
め
て
精
査
を
し
、

そ
の
職
に
応
じ
た
勤
務
時
間
、

勤
務
日
数
を
割
り
出
し
た
上

で
、
勤
務
条
件
等
を
見
直
し
て

い
き
た
い
と
の
回
答
で
あ
っ
た
。

　

以
上
の
こ
と
を
留
意
の
上
、

条
例
の
内
容
を
審
査
し
た
と
こ

ろ
、
地
方
公
務
員
法
及
び
地
方

自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
に
よ
る
会
計
年
度
任
用
職
員

制
度
の
創
設
に
伴
う
条
例
の
制

定
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
全
員
一

致
で
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ

き
も
の
と
決
定
し
た
。

　

な
お
、
会
計
年
度
任
用
職
員

制
度
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、

今
後
の
給
与
体
系
や
勤
務
条
件

等
に
つ
い
て
、
在
職
し
て
い
る

嘱
託
職
員
、
臨
時
職
員
へ
の
周

知
を
十
分
に
行
う
と
と
も
に
、

運
用
方
針
が
未
定
で
あ
る
箇
所

が
一
部
で
見
受
け
ら
れ
る
が
、

昨
今
の
財
政
状
況
を
踏
ま
え
た

上
で
、
慎
重
に
定
め
る
こ
と
を

望
む
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
今
後
の
条
例
提
案
に

当
た
っ
て
は
、
運
用
方
針
等
の

細
部
ま
で
十
分
な
検
討
を
行
っ

た
上
で
、
提
案
す
る
よ
う
強
く

望
む
も
の
で
あ
る
。

⑵
議
案
第
47
号　

地
方
公
務
員

法
及
び
地
方
自
治
法
の
一
部
改

令和２年第１回定例会／令和２年  3月２日㈪～
令和２年第２回定例会／令和２年  6月９日㈫～
令和２年第３回定例会／令和２年  9月８日㈫～
令和２年第４回定例会／令和２年12月８日㈫～

令和２年定例会の開会予定

※日程については、変更になる場合がございますので、ホームページをご覧いただくか、議会事務局へご確認願います。

令和２年定例会の開会予定は、次のとおりとなっております。
本会議は、議場の傍聴席又は役場１階町民ギャラリーで傍聴することができます。

⑷ 特別休暇等

⑹ 旅費

⑺ 分限及び懲戒

⑵ 給料

⑻ 保険加入

⑷年次有給休暇

⑼ 退職手当組合加入

⑴ 任用

⑶ 手当

特殊勤務手当
通勤手当
時間外勤務手当
休日勤務手当
夜間勤務手当
宿日直手当
期末手当

○
○
○
○

○（2.4月分）

○
○
○
○
○

○（月数は職員によって異なる）

○
○
○
○
○
○
○（2.6月分）

昇給

臨時的任用職員 嘱託職員

６か月

賃金等単価一覧表による。
北海道の最低賃金を参考に
算出した独自表により支給

昇格なし 定額のため昇給なし
※一部の職員で昇給あり

６ヵ月につき５日

・夏季休暇及び忌引き ・夏季休暇及び忌引き

10日
（勤続年数１年を増すごと
に基準日数に１日加算。最
大20日）

１年

定数内職員（以下「正職員」
という。）の給料表に準じ
た給号俸により給料を支給

臨時・嘱託職員（現状）

正職員の規定に基づき１級
の職務にある者の例により
支給

正職員の規定に基づき２級
の職務にある者の例により
支給

正職員に準じ、懲戒のみ 正職員に準じ、分限及び懲戒

フルタイム・パートタイム共通
■有給　・公民権行使
　　　　・裁判員、証人、鑑定人、参考人等として出頭
　　　　・災害による出勤困難
　　　　・忌引き・法要
　　　　・結婚
　　　　・夏季休暇
■無給　・産前産後、保育時間、妊産疾病
　　　　・介護休暇、子の看護、介護時間
　　　　・病気休暇、生理休暇
　　　　・骨髄移植のため

10日
（勤続年数により最大６年
間で10日加算）

○（報酬）
○（費用弁償）
○（報酬）
○（報酬）
○（報酬）

○（勤務時間実績により算定）
10日間
１年間の勤務日が217日以
上で任用の日から６ヵ月継
続勤務し全勤務日数の８割
以上出勤の場合（勤続年数
により最大６年間で10日間
加算）

正職員と同様に行政職給料
表を適用し支給【給料】

フルタイム職員 パートタイム職員

正職員と１週間の勤務時間
が同一時間で勤務する者

勤務時間が正職員より１週
間当たり１分でも短い時間
で勤務する者

一会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職
（再度の任用は可能）

会計年度任用職員

２号俸昇給 １号俸昇給

月額、日額、時間給をフル
タイム職員と同様に行政職
給料表を適用し基準月額を
定め、月額、日額、時間給
の各算出方法により得た額
で支給する。【報酬】

正職員に準ずる

旅費規定に基づき２級以下
の職務にある者の例により
支給

正職員に準ずる

旅費規定に基づき２級以下
の職務にある者の例により
支給。費用弁償により支給

共済加入又は社会保険 社会保険
１ヶ月18日（7時間45分/日）
以上の勤務実績で引き続き
12月を超える者

―

社会保険 共済加入又は社会保険

― 一部の職員で該当あり

項　　目

会計年度任用職員制度移行に伴う概要
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一 般 質 問
　

災
害
発
生
時
、「
道
の
駅
」

に
お
け
る
対
応
策
に
つ
い
て

①
「
道
の
駅
」
は
災
害
時
の
拠

点
と
し
て
建
設
さ
れ
た
が
、
ハ

ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
で
は
洪
水
時
に

道
の
駅
部
分
は
滞
水
す
る
こ
と

が
予
想
さ
れ
る
箇
所
と
し
て
表

記
さ
れ
て
い
る
が
大
丈
夫
か
。

②
災
害
発
生
時
、
一
時
的
に
事

業
者
に
対
応
し
て
も
ら
え
る
よ

う
内
閣
官
房
国
土
強
靭
化
推
進

室
が
行
っ
て
い
る
国
土
強
靱
化

貢
献
団
体
の
認
証
で
あ
る
レ
ジ

リ
エ
ン
ス
認
証
制
度
を
取
得
し

て
も
ら
う
事
等
も
考
え
ら
れ
な

い
か
。

【
情
報
防
災
課
長
】

①
「
道
の
駅
」
は
災
害
時
の
情

報
発
信
場
所
で
、
指
定
緊
急
避

難
場
所
と
し
て
駐
車
場
を
指
定

し
て
い
る
が
、
建
物
は
指
定
避

難
所
に
指
定
し
て
い
な
い
。

【
町
長
】

②
災
害
時
に
「
道
の
駅
」
を
運

営
し
て
い
る
指
定
管
理
者
、
民

間
企
業
の
協
力
を
得
る
た
め
の

認
証
制
度
が
有
効
で
あ
る
か
検

討
し
た
い
。

Q
５
歳
児
健
診
に
つ
い
て

　

平
成
16
年
に
公
布
さ
れ
た
発

達
障
害
者
支
援
法
は
、
発
達
障

害
の
早
期
発
見
へ
の
留
意
が
必

要
で
あ
る
旨
定
め
ら
れ
た
法
律

で
、
当
町
は
来
年
度
よ
り
５
歳

児
健
診
を
実
施
し
、
乳
幼
児
健

診
か
ら
小
学
校
入
学
前
の
健
診

ま
で
手
厚
い
体
制
が
整
う
。
発

達
障
害
の
可
能
性
が
あ
っ
た
場

合
、
発
達
を
促
す
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
実
施
し
な
け
れ
ば
健
診
の
実

施
は
意
味
が
薄
れ
る
。
そ
こ
で

次
の
点
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

①
５
歳
児
健
診
の
実
施
に
向
け

た
準
備
状
況
に
つ
い
て

②
発
達
障
害
の
可
能
性
が
あ
っ

た
場
合
の
具
体
的
な
対
応
に
つ

い
て

③
健
診
だ
け
で
は
な
く
相
談
窓

口
等
を
通
し
て
寄
せ
ら
れ
た
案

件
に
つ
い
て

④
発
達
障
害
児
に
対
す
る
早
期

支
援
の
受
け
皿
に
つ
い
て

【
子
育
て
健
康
支
援
課
長
】

①
５
歳
児
健
診
実
施
ま
で
に
町

内
の
保
育
所
、
幼
稚
園
、
子
育

て
支
援
セ
ン
タ
ー
、
保
育
士
、

栄
養
士
計
92
名
の
関
係
者
が
発

達
支
援
研
修
を
受
講
す
る
予
定

で
準
備
を
進
め
て
い
る
。
ま

た
、
将
来
的
に
支
援
の
輪
を
拡

充
す
る
必
要
性
が
あ
る
場
合
な

ど
の
取
組
に
つ
い
て
は
、
関
係

者
と
の
協
議
を
行
い
、
更
な
る

支
援
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
え

て
い
き
た
い
。

②
発
達
支
援
に
関
わ
る
療
育
施

設
や
医
療
機
関
等
と
の
円
滑
な

情
報
共
有
を
図
れ
る
体
制
、
ま

た
、
就
学
の
際
に
は
学
校
現
場

へ
き
め
細
か
な
情
報
を
引
き
継

ぐ
こ
と
が
で
き
る
な
ど
、
支
援

体
制
の
強
化
を
目
指
し
て
い
き

た
い
。

③
幼
稚
園
教
員
、
保
育
士
か
ら

の
情
報
提
供
に
お
け
る
相
談
も

想
定
し
て
お
り
、
発
達
支
援
研

修
会
の
必
要
性
を
十
分
に
捉
え

て
支
援
強
化
の
充
実
を
図
る
。

④
保
健
師
、
幼
稚
園
教
員
、
保

育
士
が
研
修
を
通
じ
て
習
得
し

た
プ
ロ
グ
ラ
ム
支
援
、
医
療
行

為
が
必
要
な
場
合
の
関
係
機
関

と
の
調
整
、
あ
る
い
は
療
育
施

設
の
紹
介
や
利
用
の
促
し
な
ど
、

関
係
機
関
と
の
連
携
を
密
に
し

な
が
ら
対
応
す
る
。

【
学
校
教
育
課
長
】

②
保
護
者
が
希
望
す
る
場
合
は

早
い
段
階
か
ら
、
時
間
を
か
け

て
就
学
へ
向
け
た
相
談
を
受

け
、
指
導
計
画
の
作
成
時
に
は

５
歳
児
健
診
等
の
情
報
を
引
き

継
ぐ
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

【
教
育
長
】

　

発
達
障
害
等
に
は
保
護
者
の

方
が
理
解
を
示
し
て
く
れ
る
と

対
処
が
早
期
に
行
え
、
子
ど
も

の
将
来
に
可
能
性
を
広
げ
ら
れ

る
。
そ
こ
が
前
提
と
な
る
。

　

七
飯
町
の
国
保
会
計
は
、
平

成
26
年
度
よ
り
赤
字
に
な
り
次

年
度
か
ら
繰
上
充
用
を
し
て
き

た
が
、
平
成
29
年
度
よ
り
国
保

税
の
増
税
を
実
施
し
、
平
成
30

年
度
よ
り
運
営
主
体
が
北
海
道

と
の
共
同
経
営
へ
と
転
換
さ
れ

て
い
る
。
そ
こ
で
、
以
下
の
点

に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

①
七
飯
町
は
平
成
29
年
度
よ
り

増
税
を
実
施
し
て
い
る
が
、
増

税
に
よ
る
増
収
効
果
に
つ
い
て

②
平
成
30
年
度
よ
り
、
国
保
の

運
営
主
体
が
北
海
道
と
の
共
同

経
営
に
転
換
さ
れ
た
が
、
療
養

諸
費
は
ど
の
よ
う
に
負
担
が
変

わ
っ
た
の
か
。

③
七
飯
町
の
国
保
会
計
は
平
成

30
年
度
収
納
率
が
96
．
3
％
と

な
り
、
道
の
示
す
標
準
保
険
料

率
よ
り
高
く
な
っ
た
が
、
道
か

ら
の
優
遇
措
置
は
あ
る
の
か
。

④
平
成
30
年
度
国
保
会
計
の
赤

字
解
消
が
大
幅
に
進
ん
だ
が
、

今
後
の
財
政
見
通
し
に
つ
い
て

⑤
国
保
会
計
の
黒
字
化
が
大
幅

に
進
ん
だ
場
合
、
減
税
を
す
る

考
え
は
あ
る
か
。

【
住
民
課
長
】

①
平
成
29
年
度
収
入
額
は
前
年

度
比
３
千
349
万
９
千
171
円
。

5
．
43
％
の
増
収
と
な
っ
て
い

る
。こ
れ
は
平
成
29
年
度
の
税

制
改
正
の
増
収
効
果
で
あ
る
。

②
平
成
29
年
度
の
療
養
諸
費
は

国
保
会
計
の
６
割
を
占
め
、
平

成
30
年
度
で
は
、
ほ
ぼ
７
割
程

度
を
占
め
て
い
る
。
療
養
諸
費

に
つ
い
て
は
、
現
在
で
も
市
町

村
で
支
払
い
を
し
て
お
り
、
支

払
っ
た
金
額
は
全
て
後
で
保
険

給
付
金
等
交
付
金
と
し
て
道
か

ら
交
付
さ
れ
て
い
る
。

③
国
と
合
わ
せ
て
道
か
ら
特
別

交
付
金
と
し
て
保
険
者
努
力
支

援
分
及
び
道
繰
入
金
と
し
て
400

万
円
程
度
交
付
さ
れ
て
い
る
。

④
次
年
度
内
で
の
赤
字
会
計
の

解
消
を
目
指
し
、
減
少
傾
向
に

あ
る
被
保
険
者
数
、
道
か
ら
の

国
保
事
業
費
納
付
金
に
対
応
し

な
が
ら
財
源
確
保
に
努
め
て
ま

い
り
た
い
。

⑤
現
在
に
お
い
て
大
き
な
黒
字

化
は
見
込
め
な
い
が
、
国
民
健

康
保
険
法
の
改
正
の
動
向
を
含

め
、
各
年
度
の
決
算
額
と
道
の

示
す
額
を
比
較
し
な
が
ら
考
え

て
ま
い
り
た
い
。

【
再
質
問
】

①
療
養
諸
費
は
平
成
30
年
度
い

く
ら
か
か
っ
た
の
か
。

②
400
万
円
の
支
給
基
準
は
。

③
平
成
30
年
度
は
平
成
29
年
度

よ
り
６
千
369
万
円
税
収
が
改
善

さ
れ
て
い
る
。
増
税
効
果
が
３

千
万
円
程
度
で
あ
る
が
増
税
以

外
の
改
善
の
中
身
を
伺
い
た
い
。

【
住
民
課
長
】

①
療
養
諸
費
は
平
成
30
年
度
23

億
９
千
万
円
程
度
で
、
平
成
29

年
度
療
養
諸
費
は
国
保
会
計
の

６
割
、
平
成
30
年
度
７
割
程
度

を
占
め
て
い
る
。

②
特
別
交
付
金
と
し
て
国
よ
り

保
険
者
努
力
支
援
分
と
し
て
100

万
円
程
度
、
道
繰
入
金
と
し
て

300
万
円
程
度
交
付
さ
れ
て
お
り
、

努
力
支
援
分
は
収
納
率
の
実
績

評
価
に
よ
り
配
点
方
式
で
算

出
、
道
繰
入
金
は
国
を
参
考
に

道
が
独
自
に
算
出
し
て
交
付
さ

れ
て
い
る
。

③
道
の
方
で
各
市
町
村
に
人
口

割
な
ど
で
独
自
に
配
分
し
て
町

が
納
付
金
と
し
て
納
め
る
と
い

う
方
法
に
な
っ
た
こ
と
に
よ

り
、
負
担
が
軽
減
さ
れ
た
も
の

と
考
え
て
い
る
。

【
そ
の
他
の
質
問
事
項
】

　
「
七
飯
町
の
町
政
運
営
に
つ

い
て
」

平
成
30
年
度
は
赤
字
解
消
が
大
幅
に
進
ん
だ
が
、
今
後
の

財
政
見
通
し
に
つ
い
て

次
年
度
で
の
赤
字
会
計
の
解
消
を
目
指
し
、
財
源
確
保
に

努
め
た
い

上　

野　

武　

彦  

議 

員

災
害
発
生
時
、「
道
の
駅
」
の
対
応
に
つ
い
て

事
業
者
の
協
力
を
得
ら
れ
る
よ
う
検
討
し
た
い

平　

松　

俊　

一  

議 

員
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一 般 質 問
　

町
の
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

防
災
関
連
の
中
で
、
七
飯
町
避

難
場
所
一
覧
、
七
飯
町
防
災

マ
ッ
プ
、
七
飯
町
地
域
防
災
計

画
等
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
防
災
関
連
情
報
は
誰

が
見
て
も
分
か
り
や
す
く
、
避

難
時
に
は
混
乱
す
る
こ
と
な
く

安
全
で
速
や
か
な
避
難
が
で
き

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
こ
で
次
の
点
に
つ
い
て
伺

い
た
い
。

①
七
飯
町
避
難
場
所
一
覧
で
は
、

福
祉
避
難
所
６
ヶ
所
あ
り
、
収

容
人
員
は
164
人
と
し
て
い
る
が
、

福
祉
避
難
所
の
対
象
者
は
ど
う

い
う
範
囲
で
、
そ
の
状
況
把
握

は
で
き
て
い
る
の
か
。

②
内
閣
府
は
警
戒
レ
ベ
ル
３
で
、

避
難
に
時
間
を
要
す
る
人
（
高

齢
者
、
障
害
者
、
乳
幼
児
等
）

と
そ
の
支
援
者
は
市
町
村
が
発

令
す
る
避
難
情
報
で
避
難
開
始

と
な
っ
て
い
る
が
、
防
災
支
援

サ
ー
ビ
ス
、
現
在
23
ヶ
所
設
置

さ
れ
て
い
る
防
災
行
政
無
線
屋

外
拡
声
装
置
や
広
報
車
巡
回
等

で
十
分
に
周
知
が
図
れ
る
の
か
。

③
福
祉
避
難
所
の
対
象
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
特
異
性
に
応
じ
た
安

全
な
避
難
方
法
や
避
難
生
活
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
町

と
し
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い

る
の
か
。

④
七
飯
町
避
難
場
所
一
覧
、
七

飯
町
防
災
マ
ッ
プ
、
七
飯
町
地

域
防
災
計
画
（
資
料
編
）
等
の

文
言
や
凡
例
等
の
表
記
を
同
じ

に
で
き
な
い
か
、
ま
た
、
対
象

と
す
る
異
常
な
現
象
の
種
類
ア

イ
コ
ン
や
避
難
場
所
を
示
す
為

の
多
言
語
の
対
応
を
考
え
て
い

る
の
か
。

【
情
報
防
災
課
長
】

①
災
害
対
策
基
本
法
で
は
要
配

慮
者
と
な
っ
て
い
る
。
高
齢
者
、

障
が
い
者
、
乳
幼
児
、
そ
の
他

特
に
配
慮
の
必
要
な
者
と
な
っ

て
お
り
、
名
簿
の
作
成
が
義
務

付
け
ら
れ
て
い
る
。

　

避
難
は
、
ま
ず
指
定
避
難
所

に
行
き
、
そ
こ
か
ら
福
祉
避
難

所
に
移
送
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

避
難
行
動
が
困
難
な
者
を
個

別
に
調
査
し
、
把
握
し
た
い
。

②
内
閣
府
か
ら
「
自
ら
の
命
は

自
ら
守
る
」
と
い
う
意
識
を
持

ち
避
難
行
動
を
と
る
と
い
う
方

針
が
示
さ
れ
、
住
民
が
わ
か
り

や
す
い
よ
う
警
戒
レ
ベ
ル
を
付

し
て
避
難
情
報
を
発
信
す
る
こ

と
と
な
っ
た
。

　

町
と
し
て
は
令
和
２
年
度
か

ら
３
年
度
で
防
災
行
政
無
線
を

全
町
に
設
置
を
計
画
し
て
い
る
。

ま
た
、
道
の
駅
な
ど
人
が
集
ま

る
施
設
に
防
災
行
政
無
線
と
連

動
し
た
モ
ニ
タ
ー
も
合
わ
せ
て

整
備
し
た
い
。

③
福
祉
避
難
所
は
個
室
が
必
要

と
な
る
の
で
、
福
祉
施
設
等
と

協
議
し
、
活
用
で
き
る
施
設
を

確
保
し
た
い
。

④
防
災
ガ
イ
ド
マ
ッ
プ
最
新
版

の
全
戸
配
布
や
町
の
公
式
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
の
多
言
語
化
を
計
画

し
て
い
る
の
で
、
分
か
り
や
す

い
表
記
を
考
え
て
い
き
た
い
。

【
再
質
問
】

　

高
齢
化
が
進
む
こ
と
を
考
え

る
と
、
避
難
所
の
ト
イ
レ
に
は

手
す
り
が
必
要
で
は
な
い
か
。

【
町
長
】

　

こ
れ
か
ら
超
高
齢
化
に
向
か

い
、ト
イ
レ
の
和
式
か
ら
洋
式

に
替
え
る
事
も
、
ト
イ
レ
に
手

す
り
を
設
置
す
る
こ
と
も
重
要

と
考
え
て
い
る
。

　

災
害
等
に
備
え
て
備
蓄
し
て

い
る
食
料
品
等
、
い
わ
ゆ
る
非

常
食
の
保
管
状
況
等
に
つ
い
て

伺
い
た
い
。

①
現
在
備
蓄
し
て
い
る
非
常
食

品
等
の
種
類
と
そ
の
種
類
ご
と

の
賞
味
期
限
。

②
種
類
ご
と
に
異
な
る
賞
味
期

限
等
の
管
理
方
法
。

③
賞
味
期
限
を
迎
え
る
非
常
食

品
等
の
処
分
方
法
。

④
今
後
、
追
加
を
検
討
し
て
い

る
も
の
。

⑤
賞
味
期
限
を
迎
え
る
非
常
食

品
の
活
用
と
し
て
小
・
中
学
校

で
児
童
・
生
徒
等
に
非
常
食
の

試
食
体
験
等
の
企
画
を
検
討
で

き
な
い
か
。

【
情
報
防
災
課
長
】

①
備
蓄
食
料
の
種
類
は
、
ア
ル

フ
ァ
化
米
、
ア
レ
ル
ギ
ー
対
応

の
ア
ル
フ
ァ
化
米
、
サ
バ
イ
バ

ル
パ
ン
（
乾
パ
ン
よ
り
柔
ら
か

く
普
通
の
パ
ン
に
近
い
）、
チ
キ

ン
シ
チ
ュ
ー
と
ク
ラ
ッ
カ
ー
の

セ
ッ
ト
、
野
菜
シ
チ
ュ
ー
（
25

年
保
存
可
能
な
缶
詰
タ
イ
プ
）、

液
体
ミ
ル
ク
、
飲
料
水
（
500
㎖

の
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
で
２
千
500

本
）。

②
備
蓄
食
料
品
を
購
入
し
た
際

に
数
量
や
賞
味
期
限
を
一
覧
表

に
整
理
し
、
計
画
的
に
不
足
が

な
い
よ
う
に
備
蓄
量
を
確
保
し

て
い
る
。

　

な
お
、
飲
料
水
は
、
飲
料

メ
ー
カ
ー
と
の
災
害
協
定
・
防

災
協
定
に
よ
り
、
賞
味
期
限
前

に
飲
料
メ
ー
カ
ー
が
更
新
し
て

く
れ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。

③
賞
味
期
限
を
迎
え
る
も
の
は
、

町
内
会
等
を
対
象
と
し
て
実
施

し
て
い
る
防
災
講
演
、
駒
ヶ
岳

の
住
民
避
難
訓
練
や
、
今
年
度

は
、
赤
松
街
道
の
納
涼
祭
で
、

来
場
者
に
対
す
る
防
災
に
関
す

る
Ｐ
Ｒ
を
兼
ね
て
配
布
・
消
費

し
て
お
り
、
過
去
５
年
間
に
大

量
に
廃
棄
処
分
を
行
っ
た
も
の

は
な
い
。

④
現
在
、
追
加
す
る
検
討
は
し

て
い
な
い
が
、
様
々
な
も
の
が

開
発
さ
れ
て
お
り
、
よ
り
良
い

も
の
が
な
い
か
を
検
討
し
な
が

ら
入
れ
替
え
を
し
て
い
き
た
い
。

⑤
児
童
生
徒
に
対
す
る
非
常
食

の
試
食
体
験
に
つ
い
て
は
、
備

蓄
食
料
を
単
に
試
食
す
る
と
い

う
の
で
は
な
く
、
防
災
訓
練
や

防
災
学
習
の
一
貫
と
し
て
取
り

組
ん
で
行
こ
う
と
考
え
て
い
る
。

　

防
災
教
育
は
重
要
で
あ
る
認

識
が
高
ま
っ
て
い
る
。
北
海
道

で
は
「
１
日
防
災
学
校
」
と
い

う
児
童
生
徒
に
対
す
る
防
災
教

育
事
業
を
推
進
中
で
、
町
も
今

後
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
行
く
。

今
年
度
は
、
東
大
沼
小
学
校
の

登
山
遠
足
時
に
町
の
防
災
担
当

が
同
行
し
て
登
山
を
し
な
が
ら

駒
ヶ
岳
噴
火
に
対
す
る
防
災
の

教
育
を
行
っ
た
。「
１
日
防
災

学
校
」
の
実
施
に
つ
い
て
は
、

来
年
度
開
校
す
る
大
沼
岳
陽
学

校
で
是
非
実
施
し
た
い
と
考
え

て
い
る
。

【
再
質
問
】

　

備
蓄
食
料
の
備
蓄
量
は
。

【
情
報
防
災
課
長
】

　

お
よ
そ
５
千
食
分
。
な
お
、

町
は
コ
ン
ビ
ニ
や
キ
ヨ
ス
ク
等

と
「
防
災
協
定
」
を
結
ん
で
お

り
、
そ
れ
ら
も
活
用
し
な
が
ら
、

不
足
な
く
準
備
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
る
。

【
そ
の
他
の
質
問
事
項
】

　
「
本
年
度
９
月
に
実
施
し
た

『
北
海
道
駒
ヶ
岳
火
山
噴
火
住

民
避
難
訓
練
』
に
つ
い
て
」、「
来

年
度
（
令
和
２
年
度
）
の
予
算

編
成
に
つ
い
て
」

避
難
所（
公
共
施
設
）の
ト
イ
レ
に
は
手
す
り
が
必
要
で
は
な
い
か

超
高
齢
化
に
向
か
い
、ト
イ
レ
の
手
す
り
は
重
要
と
考
え
て
い
る

田　

村　

敏　

郎  

議 

員

災
害
時
に
備
え
て
町
が
保
存
す
る
非
常
食
品
等
に
つ
い
て

備
蓄
量
は
、
お
よ
そ
５
千
食
分
。
コ
ン
ビ
ニ
等
と
の
防
災

協
定
も
活
用
し
て
い
く

若　

山　

雅　

行  

議 

員
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一 般 質 問
　

い
わ
ゆ
る
振
り
込
め
詐
欺
は
、

テ
レ
ビ
、
新
聞
、
警
察
広
報
等

の
啓
発
活
動
に
よ
り
、
平
成
30

年
度
で
は
、
認
知
件
数
・
被
害

額
と
も
に
減
少
傾
向
に
あ
る
。

一
方
で
そ
の
手
口
に
つ
い
て
は
、

裁
判
所
を
装
っ
た
封
書
を
送
り

付
け
る
等
の
威
圧
的
な
も
の
や
、

少
額
訴
訟
制
度
・
督
促
制
度
を

悪
用
す
る
な
ど
、
無
視
し
た
事

で
被
害
に
遭
う
よ
う
な
巧
妙
化

し
た
手
口
も
報
告
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
た
。

　

高
齢
独
居
世
帯
の
少
な
く
な

い
七
飯
町
と
し
て
も
、
被
害
の

発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
、

徹
底
し
た
啓
発
活
動
が
必
要
で

あ
る
と
考
え
る
が
、
そ
の
取
組

に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

【
住
民
課
長
】

　

七
飯
町
内
の
過
去
５
年
間
の

被
害
認
知
件
数
は
、
平
成
30
年

の
１
件
の
み
で
あ
る
。

　

被
害
防
止
の
取
組
と
し
て
は
、

広
報
な
な
え
や
町
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
お
い
て
特
殊
詐
欺
に

つ
い
て
の
定
期
的
な
注
意
喚
起

記
事
の
掲
載
を
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
こ
れ
か
ら
年
末
に
向

か
っ
て
は
、
歳
末
特
別
警
戒
活

動
に
お
い
て
、
振
り
込
め
詐
欺

被
害
防
止
対
策
の
強
化
を
重
点

活
動
の
目
的
に
掲
げ
活
動
し
、

年
金
振
込
日
に
は
、
町
内
金
融

機
関
に
お
い
て
、
チ
ラ
シ
や

グ
ッ
ズ
配
布
等
の
啓
発
活
動
を

展
開
す
る
な
ど
、
町
と
警
察
が

連
携
し
た
防
止
対
策
を
継
続
し

て
い
る
。

　

今
後
も
警
察
と
連
携
し
、
高

齢
者
の
ご
家
族
に
も
注
意
を

払
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
な
啓

発
活
動
、
被
害
の
未
然
防
止
に

取
り
組
ん
で
い
く
。

Q
公
務
員
の
不
祥
事
に
対
す
る

取
組
に
つ
い
て

　

全
国
的
に
公
務
員
の
不
祥
事

が
多
発
し
て
い
る
が
、
町
と
し

て
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
確
立

に
向
け
た
取
組
に
つ
い
て
伺
い

た
い
。

【
総
務
財
政
課
長
】

　

公
務
員
の
不
祥
事
に
対
す
る

防
止
策
と
し
て
は
、
職
員
を
各

種
研
修
に
派
遣
し
、
倫
理
観
の

醸
成
を
図
り
、
職
場
内
に
お
い

て
も
問
題
意
識
の
共
有
と
指
導

の
更
な
る
徹
底
を
図
っ
て
い
く
。

【
再
質
問
】

　

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
と
は
法

令
の
遵
守
と
い
う
こ
と
だ
が
、

消
防
の
件
に
続
き
、
今
回
は
町

職
員
の
酒
気
帯
び
運
転
と
、
研

修
だ
け
で
再
発
を
防
止
で
き
る

の
か
疑
問
で
あ
る
。
管
理
責
任

を
含
め
て
、
今
後
の
再
発
防
止

を
考
え
て
い
く
べ
き
で
は
な
い

か
。

【
総
務
財
政
課
長
】

　

町
民
か
ら
の
信
頼
を
失
墜
さ

せ
る
行
為
が
起
き
る
こ
と
の
無

い
よ
う
、
職
員
一
人
一
人
が
襟

を
正
し
、
組
織
と
し
て
も
法
令

遵
守
に
つ
い
て
の
指
導
を
徹
底

し
て
い
く
。

【
そ
の
他
の
質
問
事
項
】

　
「
広
聴
制
度
に
つ
い
て
」

　

来
年
度
か
ら
実
施
さ
れ
る
小

学
校
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
教
育
に

つ
い
て
、
学
校
関
係
者
は
準
備

さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、

現
在
の
取
組
状
況
等
に
つ
い

て
、
次
の
点
を
伺
い
た
い
。

①
文
部
科
学
省
の
学
習
指
導
要

領
の
内
容
（
目
的
、
指
導
等
）

に
つ
い
て

②
現
在
の
各
学
校
の
取
組
状
況

に
つ
い
て

【
学
校
教
育
課
長
】

①
来
年
度
か
ら
実
施
さ
れ
る
小

学
校
の
新
学
習
指
導
要
領
の
中

で
は
、
児
童
の
情
報
活
用
能
力

の
育
成
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

し
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
や
情
報

通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど
の
情

報
手
段
を
活
用
し
た
学
習
活
動

の
充
実
を
図
る
こ
と
と
し
て
い

る
。
学
習
活
動
の
取
組
に
当

た
っ
て
は
、
特
に
ど
の
教
科
と

決
ま
り
は
な
く
、
横
断
的
な
視

点
に
立
ち
各
教
科
の
特
性
に
応

じ
て
児
童
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー

で
文
字
を
入
力
す
る
な
ど
の
情

報
手
段
の
基
本
的
な
操
作
を
習

得
す
る
た
め
の
学
習
活
動
。
ま

た
、
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
を
体
験

し
な
が
ら
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に

意
図
し
た
処
理
を
行
わ
せ
る
論

理
的
な
思
考
力
を
身
に
付
け
さ

せ
る
た
め
の
学
習
活
動
を
実
施

す
る
事
と
な
っ
て
い
る
。

②
現
在
、
校
長
会
を
は
じ
め
、

各
学
校
の
教
務
の
先
生
方
に
集

ま
っ
て
も
ら
い
、
来
年
度
か
ら

の
取
組
に
つ
い
て
協
議
を
行
っ

て
い
る
最
中
で
あ
る
。
具
体
的

な
内
容
は
決
ま
っ
て
い
な
い
が
、

教
科
と
し
て
は
、
算
数
、
理
科

で
の
実
施
と
考
え
て
い
る
。
各

教
員
の
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
教
育

へ
の
理
解
を
深
め
る
た
め
に
、

12
月
13
日
七
重
小
学
校
に
お
い

て
、
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
教
育
を

題
材
と
し
た
地
域
連
携
研
修
会

を
開
催
し
、
今
後
ど
の
よ
う
に

授
業
作
り
を
進
め
て
い
く
か
の

課
題
に
つ
い
て
も
研
修
す
る
予

定
で
あ
る
。

【
再
質
問
】

①
対
象
学
年
に
つ
い
て
。

②
各
学
校
に
パ
ソ
コ
ン
等
の
環

境
整
備
が
整
っ
て
い
る
の
か
、

ま
た
、
教
育
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
に
向

け
た
環
境
整
備
５
箇
年
計
画
で

の
国
の
予
算
措
置
が
あ
る
が
、

把
握
し
て
い
る
の
か
。

③
授
業
は
担
任
の
先
生
が
行
う

と
思
わ
れ
る
が
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
支
援

員
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え

て
い
る
の
か
。

④
Ｐ
Ｔ
Ａ
や
保
護
者
に
対
し
て

は
、
今
後
ど
の
よ
う
に
説
明
し

て
い
く
の
か
。

【
学
校
教
育
課
長
】

①
算
数
で
あ
れ
ば
５
年
生
、
理

科
で
あ
れ
ば
６
年
生
と
な
る
と

思
わ
れ
る
が
、
学
習
指
導
要
領

で
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。

②
各
学
校
に
１
ク
ラ
ス
分
の
学

習
出
来
る
タ
ブ
レ
ッ
ト
は
配
備

し
て
い
る
。
来
年
度
か
ら
計
画

的
に
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
を
入
れ

る
こ
と
想
定
を
し
て
い
く
が
、

Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
補
助
事
業
「
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
想
」
と
い
う

の
が
あ
り
、
12
月
に
文
科
省
か

ら
新
た
な
補
助
事
業
と
し
て
発

表
が
あ
る
の
で
、
こ
ち
ら
の
活

用
を
含
め
て
計
画
的
に
予
算
措

置
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。

③
校
長
会
、
各
教
務
の
先
生
と
、

教
え
る
教
員
の
技
術
向
上
、
Ｉ

Ｃ
Ｔ
支
援
員
の
活
用
も
含
め
た

打
ち
合
わ
せ
を
し
て
い
く
。

④
論
理
的
な
思
考
力
を
身
に
付

け
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

の
で
、
特
段
の
説
明
は
考
え
て

い
な
い
。

【
再
々
質
問
】

　

い
つ
頃
ま
で
に
、
実
施
対
象

学
年
、
科
目
を
決
め
る
の
か
。

【
学
校
教
育
課
長
】

　

準
備
等
も
あ
る
の
で
、
２
月

ぐ
ら
い
に
は
、
固
め
て
い
き
た

い
。

来
年
度
か
ら
実
施
さ
れ
る
小
学
校
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ

教
育
に
つ
い
て

環
境
整
備
で
の
タ
ブ
レッ
ト
等
、デ
ジ
タ
ル
教
科
書
の
検
討
含
め
、

計
画
的
な
予
算
措
置
を
し
て
い
く
川　

村　

主　

税  

議 

員

特
殊
詐
欺
の
被
害
防
止
の
取
組
に
つ
い
て

今
後
も
警
察
等
と
の
連
携
の
も
と
被
害
防
止
に
取
り

組
ん
で
い
く

澤　

出　

明　

宏  

議 

員

　

一
般
質
問
の
原
稿
は
、
質

問
者
が
要
約
し
て
掲
載
し
て

い
ま
す
。

　

な
お
、
詳
細
な
質
疑
や
答

弁
に
つ
い
て
は
会
議
録
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。
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長
１
名
、
検
査
・
検
収
担
当
課

長
１
名
、
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー

１
名
、
係
員
２
名
の
計
５
名
が

配
置
さ
れ
て
い
る
。

　

契
約
課
を
設
置
す
る
メ
リ
ッ

ト
と
し
て
は
、
他
課
に
対
す
る

牽
制
機
能
が
働
く
こ
と
や
契
約

内
容
の
不
備
の
防
止
が
図
ら
れ

る
こ
と
に
加
え
、
契
約
事
務
の

効
率
化
を
図
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

⑵
契
約
課
と
他
課
と
の
事
務
分

担
に
つ
い
て

　

契
約
・
検
査
事
務
の
取
扱
い

を
契
約
の
項
目
及
び
金
額
ご
と

に
、
契
約
課
が
取
り
扱
う
事
務

と
担
当
課
が
取
り
扱
う
事
務
を

区
分
し
て
い
る
。

⑶
指
名
業
者
の
選
定
に
つ
い
て

　

指
名
競
争
入
札
を
実
施
す
る

場
合
の
業
者
選
定
は
、
設
計
金

額
が
500
万
円
未
満
の
契
約
で
あ

れ
ば
契
約
課
に
お
い
て
業
者
選

定
を
行
う
が
、
500
万
円
以
上
の

契
約
に
つ
い
て
は
、
契
約
事
務

審
査
委
員
会
に
お
い
て
業
者
選

定
を
行
っ
て
い
る
。

⑷
電
子
入
札
に
つ
い
て

　

三
浦
市
で
は
、
神
奈
川
県
の

ほ
か
、
県
内
29
団
体
で
構
成
す

る
「
か
な
が
わ
電
子
入
札
共
同

シ
ス
テ
ム
」
に
参
加
し
て
い
る
。

シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る
費
用
に

つ
い
て
は
、
神
奈
川
県
が
２
分

の
１
、
残
り
の
２
分
の
１
を
参

加
自
治
体
が
均
等
割
、
財
政
規

模
で
按
分
し
て
い
る
た
め
、
安

価
な
負
担
金
で
シ
ス
テ
ム
を
利

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

■
ま
と
め

　

七
飯
町
で
は
、
契
約
方
法
に

か
か
わ
ら
ず
、
設
計
、
入
札
、

契
約
ま
で
の
す
べ
て
の
契
約
行

為
を
担
当
課
が
実
施
し
、
総
務

部
総
務
財
政
課
に
お
い
て
書
類

の
審
査
を
行
っ
て
い
る
。
契
約

事
務
の
効
率
化
を
図
る
観
点
か

ら
、
契
約
事
務
の
一
元
化
に
つ

い
て
瑞
穂
町
、
三
浦
市
で
の
研

修
視
察
を
行
っ
た
。

　

両
自
治
体
と
も
に
、
事
務
の

効
率
化
、
有
利
な
金
額
で
の
契

約
締
結
、
契
約
内
容
の
不
備
の

防
止
、
牽
制
機
能
の
発
揮
等
を

メ
リ
ッ
ト
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

　

一
方
で
、
両
自
治
体
と
も
に

効
率
的
な
事
務
処
理
が
行
わ
れ

て
い
る
背
景
と
し
て
は
、
電
子

入
札
シ
ス
テ
ム
の
共
同
利
用
を

行
っ
て
い
る
こ
と
や
、
指
名
業

者
の
選
定
を
委
員
会
に
お
い
て

行
っ
て
い
る
こ
と
が
要
因
と
考

え
ら
れ
る
。

　

七
飯
町
に
お
い
て
、
契
約
事

務
の
一
元
化
を
検
討
す
る
に
当

た
っ
て
は
、
北
海
道
内
で
は
自

治
体
が
共
同
利
用
す
る
電
子
入

札
シ
ス
テ
ム
の
仕
組
み
が
な
い

こ
と
か
ら
、
電
子
入
札
シ
ス
テ

ム
を
利
用
し
な
い
場
合
の
運
用

に
つ
い
て
検
討
を
行
う
必
要
が

あ
る
。

　

そ
の
た
め
、
契
約
担
当
部
署

を
設
置
し
た
場
合
に
取
り
扱
う

事
務
の
内
容
や
そ
れ
に
伴
う
職

員
の
人
員
配
置
な
ど
、
七
飯
町

の
実
情
に
合
っ
た
検
討
が
必
要

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
他
自
治
体

で
の
運
用
状
況
な
ど
を
踏
ま

え
、
契
約
事
務
の
一
元
化
、
効

率
化
が
検
討
事
項
と
な
る
よ
う

望
む
も
の
で
あ
る
。

　

民　

生　

文　

教　

■
行
政
視
察
調
査
事
項

　

小
中
学
校
に
お
け
る
特
色
あ

る
教
育
活
動
に
つ
い
て
、
千
葉

県
市
川
市
に
お
い
て
は
義
務
教

育
学
校
に
お
け
る
特
色
あ
る
教

育
活
動
、
神
奈
川
県
足
柄
下
郡

箱
根
町
に
お
い
て
は
、
園
・

小
・
中
分
離
型
一
貫
教
育
に
お

　

総　

務　

財　

政　

■
行
政
視
察
調
査
事
項

　

契
約
事
務
の
効
率
化
を
図
る

観
点
か
ら
、
契
約
担
当
部
署
と

し
て
係
を
設
置
し
て
い
る
東
京

都
西
多
摩
郡
瑞
穂
町
、
課
を
設

置
し
て
い
る
神
奈
川
県
三
浦
市

を
行
政
視
察
先
と
し
て
訪
問

し
、
契
約
事
務
の
一
元
化
、
効

率
化
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
た
。

■
派
遣
期
間

　

令
和
元
年
10
月
１
日
か
ら

　

令
和
元
年
10
月
３
日
ま
で

■
瑞
穂
町
に
お
け
る
契
約
事
務

の
状
況

⑴
企
画
部
管
財
課
契
約
係
に
つ

い
て

　

企
画
部
管
財
課
契
約
係
は
、

現
在
は
係
長
１
名
、
係
員
１
名

の
計
２
名
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。

　

契
約
係
を
設
置
す
る
メ
リ
ッ

ト
と
し
て
は
、
複
数
の
課
に
ま

た
が
る
契
約
を
契
約
係
が
一
括

で
行
う
こ
と
で
、
事
務
の
効
率

化
を
図
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、

個
別
に
依
頼
す
る
よ
り
も
有
利

な
金
額
で
契
約
締
結
で
き
る
可

能
性
が
あ
る
。

⑵
契
約
係
と
他
課
と
の
事
務
分

担
に
つ
い
て

　

契
約
係
で
行
う
契
約
と
し
て

は
、
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
が

で
き
る
額
を
超
え
る
案
件
や
事

務
用
消
耗
品
、
施
設
の
清
掃
委

託
な
ど
の
複
数
の
課
に
ま
た
が

る
案
件
を
実
施
し
て
お
り
、
担

当
課
で
は
随
意
契
約
に
該
当
す

る
案
件
を
行
っ
て
い
る
。

⑶
指
名
業
者
の
選
定
に
つ
い
て

　

指
名
競
争
入
札
を
実
施
す
る

場
合
の
業
者
選
定
は
、
指
名
業

者
選
定
委
員
会
に
お
い
て
委
員

が
選
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
指

名
業
者
選
定
委
員
会
に
諮
る
基

準
と
し
て
は
、
随
意
契
約
に
よ

る
こ
と
が
で
き
る
額
を
超
え
る

案
件
は
全
て
指
名
業
者
選
定
委

員
会
に
諮
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

⑷
電
子
入
札
に
つ
い
て

　

電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
は
、
入

札
に
参
加
す
る
た
め
の
競
争
入

札
参
加
資
格
申
請
の
手
続
や
公

共
工
事
、
物
品
の
調
達
な
ど
の

入
札
に
関
す
る
一
連
の
手
続
を

事
業
者
の
パ
ソ
コ
ン
か
ら
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
行
う
こ

と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

　

瑞
穂
町
で
は
、
都
内
各
市
区

町
村
で
構
成
す
る
「
東
京
電
子

自
治
体
共
同
運
営
電
子
調
達

サ
ー
ビ
ス
」
に
参
加
し
て
い
る
。

当
該
サ
ー
ビ
ス
で
は
、
事
業
者

の
資
格
審
査
を
自
治
体
ご
と
に

行
う
必
要
が
な
く
、
事
業
者
に

と
っ
て
も
、
自
治
体
ご
と
に
登

録
申
請
を
行
う
必
要
が
な
い
た

め
、
申
請
に
対
す
る
事
務
の
負

担
が
軽
減
さ
れ
て
い
る
。

■
三
浦
市
に
お
け
る
契
約
事
務

の
状
況

⑴
総
務
部
契
約
課
に
つ
い
て

　

総
務
部
契
約
課
は
、
契
約
課

常
任
委
員
会
活
動
報
告

【
所
管
事
務
調
査
（
要
旨
を
掲
載
）】

民　

生　

文　

教

総　

務　

財　

政

三浦市での視察状況三浦市での視察状況三浦市での視察状況

瑞穂町での視察状況瑞穂町での視察状況瑞穂町での視察状況

契
約
事
務
の
一
元
化
、
効
率
化
に
つ
い
て

小
中
学
校
に
お
け
る
特
色
あ
る
教
育
活
動
に
つ
い
て

道
の
駅
の
運
営
状
況
と
観
光
振
興
に
つ
い
て

総務
財政

民生
文教

経済
産業
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け
る
特
色
あ
る
教
育
活
動
に
つ

い
て
、
独
自
の
教
科
を
取
り
入

れ
た
小
中
一
貫
教
育
を
行
っ
て

い
る
市
町
を
行
政
視
察
先
と
し

て
訪
問
し
、
調
査
を
行
っ
た
。

■
派
遣
期
間

　

令
和
元
年
10
月
29
日
か
ら

　

令
和
元
年
10
月
31
日
ま
で

■
市
川
市
に
お
け
る
特
色
あ
る

教
育
活
動

⑴
小
中
一
貫
教
育
の
特
色
あ
る

学
び
の
取
組
に
つ
い
て

　

小
中
一
貫
教
育
の
特
色
あ
る

学
び
と
し
て
、
以
下
の
点
に
取

り
組
ん
で
い
る
。

①
学
年
の
区
分
を
４
・
３
・
２

年
の
３
つ
に
区
分
し
、
１
〜
４

年
を
Ｓ
ブ
ロ
ッ
ク
、
５
〜
７
年

を
Ｍ
ブ
ロ
ッ
ク
、
８
・
９
年
を

Ｌ
ブ
ロ
ッ
ク
と
し
、
学
年
区
分

を
弾
力
的
に
設
定
し
て
、
発
達

段
階
に
即
し
た
指
導
及
び
活
動

を
行
え
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

②
Ｍ
ブ
ロ
ッ
ク
の
特
色
あ
る
学

び
と
し
て
、
５
年
生
か
ら
専
科

教
員
が
Ｔ
１
、
学
級
担
任
が
Ｔ

２
の
テ
ィ
ー
ム
・
テ
ィ
ー
チ
ン

グ
に
よ
っ
て
教
科
担
任
制
を
実

施
し
、
専
門
性
の
高
い
指
導
を

行
っ
て
い
る
。
義
務
教
育
は
組

織
が
一
つ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

後
期
課
程
（
中
学
校
）
の
教
員

が
時
間
割
の
枠
組
み
の
中
で
、

５
・
６
年
生
の
授
業
を
担
当
し

て
い
る
。
ま
た
、
部
活
動
に
つ

い
て
も
５
年
生
か
ら
の
中
学
校

段
階
の
部
活
動
に
参
加
で
き
る

環
境
を
整
え
て
い
る
。

　

Ｓ
ブ
ロ
ッ
ク
の
特
色
あ
る
学

び
と
し
て
は
、
外
国
語
活
動
の

授
業
に
つ
い
て
、
学
級
担
任
と

外
国
語
指
導
員
ま
た
は
Ａ
Ｌ
Ｔ

が
、
１
・
２
年
生
に
お
い
て
は

１
週
間
に
１
時
間
か
ら
２
週
間

に
１
時
間
、
３
・
４
年
生
に
お

い
て
は
週
１
時
間
の
授
業
を

行
っ
て
い
る
。

　

Ｌ
ブ
ロ
ッ
ク
の
特
色
あ
る
学

び
と
し
て
は
、
高
校
の
体
験
授

業
や
校
長
先
生
の
進
路
講
演
会

な
ど
を
行
っ
て
い
る
。

③
制
度
の
特
性
で
あ
る
系
統

性
・
連
続
性
を
重
視
し
た
一
貫

し
た
指
導
方
針
の
も
と
で
教
育

を
行
い
、
学
び
な
お
し
の
機
会

を
保
障
し
、
一
人
ひ
と
り
の
学

び
の
積
み
重
ね
を
大
切
に
し
て

い
る
。

④
小
中
一
貫
教
育
の
軸
と
な
る

教
科
と
し
て
、
教
育
課
程
の
特

例
を
活
用
し
、
９
年
間
貫
く
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
で
あ
る
「
塩
浜
ふ

る
さ
と
防
災
科
」
を
新
設
し
た
。

　
「
塩
浜
ふ
る
さ
と
防
災
科
」

は
、
各
教
科
、
領
域
等
で
身
に

付
け
た
力
を
活
用
し
て
、
質
の

高
い
学
び
を
創
造
す
る
教
科
と

し
て
、
教
育
の
中
核
に
位
置
付

け
、
推
進
し
て
い
る
。

　

ふ
る
さ
と
塩
浜
の
歴
史
や
自

然
環
境
に
触
れ
て
、
理
解
を
深

め
た
り
、
自
然
災
害
発
生
を
想

定
し
、
そ
れ
に
備
え
て
地
域
の

方
々
と
協
力
し
な
が
ら
自
ら
考

え
自
ら
進
ん
で
活
動
す
る
こ
と

で
、
地
域
に
誇
り
や
愛
着
を

持
っ
た
思
い
や
り
の
あ
る
豊
か

な
心
と
、
自
主
的
に
問
題
解
決

を
行
う
、
た
く
ま
し
く
生
き
る

力
を
育
む
こ
と
を
目
標
と
し
て

い
る
。

⑵
小
中
一
貫
教
育
の
効
果
に
つ

い
て

　

保
護
者
の
意
識
調
査
で
、
平

成
25
年
度
で
は
59
％
で
あ
っ
た

が
、
令
和
元
年
度
で
は
90
％
以

上
の
方
が
「
小
中
一
貫
校
教
育

は
、
子
ど
も
た
ち
相
互
の
成
長
に

と
っ
て
効
果
が
あ
る
と
思
う
」

と
回
答
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
児
童
生
徒
及
び
教
職

員
に
つ
い
て
も
、
次
の
効
果
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

⑶
小
中
一
貫
教
育
の
課
題
に
つ

い
て

　

学
校
運
営
上
の
課
題
と
し

て
、
次
の
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
。

・
前
期
課
程
高
学
年
が
リ
ー

ダ
ー
と
し
て
活
躍
す
る
場
面

が
少
な
く
な
る
。

・
教
員
の
多
忙
感
・
負
担
感
の

増
加
に
つ
な
が
る
。

・
前
・
後
期
の
合
同
行
事
の
設

定
が
難
し
い
。

・
前
・
後
期
教
員
の
打
合
せ
の

時
間
が
確
保
で
き
な
い
。

・
前
・
後
期
の
児
童
生
徒
が
交

流
を
図
る
際
の
移
動
に
時
間

が
か
か
る
。

■
箱
根
町
に
お
け
る
特
色
あ
る

教
育
活
動

⑴
園
・
小
・
中
分
離
型
一
貫
教

育
の
基
盤
整
備

①
導
入
経
緯
に
つ
い
て

　

平
成
20
年
４
月
に
、
５
小
学

校
を
３
小
学
校
に
、
３
中
学
校

を
１
中
学
校
に
統
合
し
た
。
統

合
に
際
し
、
３
小
・
１
中
学
校

の
教
育
内
容
の
系
統
性
の
柱
を

「
箱
根
教
育
」
に
置
き
、
地
域

教
育
を
は
じ
め
、
箱
根
ミ
ニ
マ

ム
、
お
も
て
な
し
の
心
な
ど
、

園
・
小
・
中
学
校
で
一
貫
し
た

教
育
を
実
践
し
て
い
る
。

　
②
小
中
一
貫
教
育
の
特
色
あ
る

学
び
の
取
組
に
つ
い
て

　

平
成
27
年
４
月
、
園
・
小
・

中
一
貫
教
育
の
試
行
を
行
う
に

あ
た
っ
て
、
町
の
教
育
方
針
を

一
本
化
す
る
こ
と
を
図
り
、
12

年
間
の
箱
根
教
育
を
通
し
て
の

「
箱
根
人
を
育
成
す
る
教
育
」

を
実
践
す
る
こ
と
に
よ
り
、

『
箱
根
の
郷
土
を
愛
し
、
貢
献

で
き
る
人
』
の
育
成
を
図
っ
て

い
る
。

⑵
小
中
一
貫
教
育
の
特
色
あ
る

学
び
の
効
果
と
課
題
に
つ
い
て

　

効
果
と
し
て
、
分
離
型
で
校

舎
は
分
か
れ
て
い
る
が
、
教
育

方
針
が
統
一
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
、
小
学
校
や
幼
稚
園
・
保
育

園
で
習
慣
的
に
行
っ
て
き
た
こ

と
が
、
進
級
し
て
も
変
わ
ら
ず

継
続
的
に
行
え
る
環
境
を
整
え

た
こ
と
に
よ
り
、
小
１
プ
ロ
ブ

レ
ム
、
中
１
ギ
ャ
ッ
プ
の
緩
和

や
解
消
、
箱
根
ミ
ニ
マ
ム
に
よ

る
子
ど
も
た
ち
の
基
礎
学
力
の

向
上
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
。

　

ま
た
、
特
別
支
援
教
育
に
お

い
て
も
、
小
中
一
貫
教
育
し
て

い
る
こ
と
で
、
９
年
間
継
続
し

て
、
個
人
に
あ
っ
た
教
育
を
実

施
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ど
を

挙
げ
て
い
る
。

　

今
後
の
課
題
と
し
て
、
少
子

化
が
さ
ら
に
進
む
中
で
、
小
学

校
教
科
担
任
制
や
英
語
教
育
の

児
童
生
徒

効　　　　　果

教
職
員

・中一ギャップの緩和が図られている。
・児童生徒の自己肯定感が高まっている。
・年齢の離れた児童生徒の交流により豊かな心が育まれている。特に、弱いものを労わる心、
思いやりの心が育まれている。
・異学年の学習交流や縦割り学習などにより、学習活動の充実が図られている。
・少人数学習や複数教員による授業などにより、学力の向上が図られている。
・教育課程の区分を弾力的に設定することにより、成長に合わせた生活や勉強が出来ている。
・子どもの発達に対する教員の認識が深まっている。
・教員の児童生徒理解の深化につながっている。
・協力して指導に当たる意識の向上につながっている。
・異校種交流が出来て教員同士では得るものが大きい。

箱根町での視察状況箱根町での視察状況箱根町での視察状況

市川市での視察状況市川市での視察状況市川市での視察状況
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客
が
道
の
駅
に
立
ち
寄
り
、
休

憩
な
ど
を
兼
ね
て
情
報
収
集
を

行
っ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

　

車
中
泊
へ
の
対
応
に
つ
い
て

は
、
夏
場
で
は
、
夜
中
も
駐
車

場
の
８
割
以
上
が
車
中
泊
の
来

場
者
で
埋
ま
っ
て
お
り
、
洗
濯

な
ど
を
す
る
来
場
者
、
ト
イ
レ

で
魚
を
捌
い
て
排
水
に
影
響
を

及
ぼ
す
来
場
者
な
ど
の
問
題
が

あ
る
。
そ
の
た
め
、
地
元
の
警

察
と
も
協
議
の
上
、
道
の
駅
の

職
員
で
対
応
が
難
し
い
場
合

は
、
す
ぐ
に
警
察
へ
通
報
し
て

対
応
を
し
て
い
る
。

⑶
観
光
客
の
誘
致
活
動
の
状
況

に
つ
い
て

　

観
光
客
の
誘
致
活
動
に
つ
い

て
は
消
極
的
で
あ
る
。
魅
力
が

高
ま
り
、
ブ
ラ
ン
ド
価
値
が
あ

れ
ば
、
旅
行
雑
誌
や
旅
番
組
、

Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
に
よ
る
口
コ
ミ
で
広

が
る
と
い
う
考
え
か
ら
、
地
域

の
魅
力
向
上
、
ブ
ラ
ン
ド
価
値

向
上
に
専
念
を
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
自
然
型
観
光
地
と
い

う
特
色
か
ら
、
観
光
客
の
上
限

を
設
定
し
て
い
る
。

■
弟
子
屈
町
に
お
け
る
道
の
駅

の
運
営
状
況
と
観
光
振
興

⑴
道
の
駅
の
運
営
コ
ン
セ
プ
ト
、

運
営
方
法
に
つ
い
て

　

道
の
駅
摩
周
温
泉
は
、
平
成

５
年
４
月
に
全
国
103
箇
所
の
道

の
駅
が
正
式
登
録
と
な
っ
た
際

に
、
全
国
第
１
号
の
道
の
駅
と

な
っ
た
。
現
在
の
道
の
駅
は
、

か
つ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
民
芸
館
で

あ
っ
た
施
設
を
譲
り
受
け
、
平

成
23
年
７
月
に
道
の
駅
と
し
て

開
業
し
て
い
る
。

　
「
て
し
か
が
の　

魅
力
を
伝
え
、

人
々
が
集
う
ふ
れ
あ
い
の
里
」

を
基
本
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
て
お

り
、
観
光
案
内
、
気
象
案
内
、
道

路
情
報
、
宿
泊
案
内
、
各
種
体
験

メ
ニ
ュ
ー
の
紹
介
な
ど
、
利
用

者
か
ら
の
相
談
に
応
じ
て
い
る
。

　

道
の
駅
の
管
理
運
営
は
、
町

の
直
営
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
お

り
、
特
産
品
直
売
所
に
つ
い
て

は
行
政
財
産
使
用
料
を
徴
収
し
、

一
般
社
団
法
人
み
ち
え
き
摩
周

直
売
会
が
運
営
を
し
て
い
る
。

⑵
道
の
駅
の
人
員
体
制
、
入
込

客
数
等
に
つ
い
て

　

道
の
駅
の
人
員
体
制
は
、
町

の
臨
時
職
員
１
名
、
イ
ン
フ
ォ

メ
ー
シ
ョ
ン
２
名
（
摩
周
湖
観

光
協
会
に
委
託
）、
直
売
会
が

４
名
か
ら
９
名
の
体
制
と
な
っ

て
い
る
。

　

こ
の
ほ
か
に
、
特
徴
的
な
取

組
と
し
て
は
、
外
国
人
観
光
客

へ
の
対
応
を
札
幌
市
の
通
訳
と

契
約
を
結
び
、
電
話
で
連
絡
を

取
れ
る
体
制
を
取
っ
て
お
り
、

外
国
語
に
対
応
し
て
い
る
。

　

車
中
泊
へ
の
対
応
に
つ
い
て

は
、
防
犯
カ
メ
ラ
を
設
置
す
る

ほ
か
、
８
月
に
３
台
分
の
ス

導
入
、
小
中
学
校
の
免
許
の
あ

る
教
員
の
確
保
等
が
挙
げ
ら
れ

て
い
た
。

■
ま
と
め

　

市
川
市
に
お
い
て
は
義
務
教

育
学
校
の
９
年
間
一
貫
教
育
、

箱
根
町
に
お
い
て
は
、
園
小
中

一
貫
（
分
離
型
）
の
12
年
教
育

を
行
っ
て
お
り
、
ど
ち
ら
も
一

貫
教
育
を
通
し
て
、
地
域
へ
の

理
解
と
愛
着
を
深
め
る
教
育
を

独
自
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
し
て

展
開
し
て
い
る
。
地
域
を
担
っ

て
い
く
人
材
の
育
成
と
地
域
の

良
い
と
こ
ろ
を
知
り
、
語
り
、

発
信
し
て
い
く
こ
と
を
、
教
育

課
程
の
特
例
の
活
用
や
既
存
の

教
科
の
中
に
取
り
入
れ
、
保
護

者
や
地
域
住
民
の
方
の
協
力
を

得
な
が
ら
、
一
貫
教
育
に
つ
い

て
の
理
解
を
広
め
て
い
る
と
の

こ
と
で
あ
っ
た
。

　

当
町
に
お
い
て
も
、
令
和
２

年
４
月
に
は
、
道
南
初
と
な
る

義
務
教
育
学
校
を
開
校
し
、
地

域
教
育
と
な
る
「
大
沼
学
」
の

取
組
な
ど
を
予
定
し
て
い
る
が
、

地
域
教
育
の
一
環
と
し
て
教
員

だ
け
で
な
く
保
護
者
を
は
じ
め
、

地
域
住
民
の
方
々
と
連
携
し

て
、
自
分
た
ち
の
地
域
の
歴
史

や
産
業
、
自
然
環
境
な
ど
に
つ

い
て
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ
う

な
教
育
課
程
の
編
成
を
望
む
。

　

そ
し
て
、
特
色
あ
る
教
育
課

程
が
、
町
全
体
の
学
校
教
育
に

も
広
が
り
、
七
飯
町
の
子
ど
も

た
ち
が
、
七
飯
の
歴
史
、
文
化
、

伝
統
を
受
け
継
ぎ
、
七
飯
の
郷

土
を
愛
し
、
貢
献
で
き
る
人
を

培
う
教
育
へ
と
つ
な
が
る
こ
と

を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

経　

済　

産　

業　

■
行
政
視
察
調
査
事
項

　

道
の
駅
な
な
い
ろ
・
な
な
え

は
、
開
業
後
１
年
を
経
過
し
、

現
在
は
入
込
客
数
も
順
調
に
推

移
し
て
い
る
。
今
後
、
道
の
駅

と
観
光
振
興
を
い
か
に
結
び
付

け
て
い
く
か
が
課
題
で
あ
る
と

考
え
、
各
種
道
の
駅
の
ラ
ン
キ

ン
グ
に
お
い
て
毎
年
上
位
に
ラ

ン
ク
さ
れ
て
い
る
道
の
駅
が
あ

る
斜
里
郡
斜
里
町
、
川
上
郡
弟

子
屈
町
、
本
年
度
新
た
に
道
の

駅
を
開
業
し
た
勇
払
郡
安
平
町

を
行
政
視
察
先
と
し
て
訪
問
し
、

道
の
駅
の
運
営
状
況
と
観
光
振

興
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
た
。

■
派
遣
期
間

　

令
和
元
年
10
月
14
日
か
ら

　

令
和
元
年
10
月
17
日
ま
で

■
斜
里
町
に
お
け
る
道
の
駅
の

運
営
状
況
と
観
光
振
興

⑴
道
の
駅
の
運
営
コ
ン
セ
プ

ト
、
運
営
方
法
に
つ
い
て

　

道
の
駅
う
と
ろ
・
シ
リ
エ
ト

ク
の
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
て
は
、

①
世
界
遺
産
の
国
際
観
光
地
と

し
て
の
役
割
、
②
知
床
半
島
の

玄
関
口
と
し
て
の
役
割
、
③
知

床
半
島
の
情
報
発
信
基
地
と
し

て
の
役
割
、
④
ウ
ト
ロ
地
域
振

興
の
た
め
の
拠
点
と
し
て
の
役

割
が
あ
る
。

　

道
の
駅
の
運
営
方
法
は
、
指

定
管
理
と
な
っ
て
お
り
、「
知

床
斜
里
町
観
光
協
会
」
を
指
定

管
理
者
と
し
て
指
定
を
行
っ
て

い
る
。

⑵
道
の
駅
の
人
員
体
制
、
入
込

客
数
等
に
つ
い
て

　

道
の
駅
の
人
員
体
制
は
、
案

内
所
に
通
年
で
３
名
、
４
月
か

ら
10
月
ま
で
は
更
に
１
名
、
レ

ス
ト
ラ
ン
は
夏
期
約
８
名
、
冬

期
約
４
名
、
物
販
は
夏
期
約
８

名
、
冬
期
約
４
名
と
な
っ
て
い

る
。

　

入
込
客
数
は
、
平
成
30
年
度

は
約
58
万
４
千
人
が
来
場
し
て

お
り
、
知
床
観
光
を
行
う
観
光

経　

済　

産　

業

道の駅摩周温泉道の駅摩周温泉道の駅摩周温泉

知床観光案内所知床観光案内所知床観光案内所

道の駅うとろ・シリエトク道の駅うとろ・シリエトク道の駅うとろ・シリエトク

防犯カメラの設置を示した看板防犯カメラの設置を示した看板防犯カメラの設置を示した看板
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ペ
ー
ス
を
使
用
し
、
14
日
間
有

料
化
の
実
験
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、

稼
働
率
は
６
割
程
度
で
、
ア
ン

ケ
ー
ト
で
は
大
半
の
利
用
者
か

ら
有
料
化
に
対
し
て
肯
定
的
な

意
見
が
あ
っ
た
。

⑶
観
光
客
の
誘
致
活
動
の
状
況

に
つ
い
て

　

東
北
海
道
の
中
心
に
位
置
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
周
辺
自
治

体
や
シ
ー
ニ
ッ
ク
バ
イ
ウ
ェ
イ

と
の
連
携
に
よ
る
広
域
的
な
観

光
振
興
へ
の
取
組
や
情
報
発
信

を
行
っ
て
い
る
ほ
か
、
町
と
し

て
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
へ
の
取
組

を
行
っ
て
い
る
。

■
安
平
町
に
お
け
る
道
の
駅
の

運
営
状
況
と
観
光
振
興

⑴
道
の
駅
の
運
営
コ
ン
セ
プ
ト
、

運
営
方
法
に
つ
い
て

　

道
の
駅
あ
び
ら
Ｄ
51
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
は
、
分
散
す
る
地
域
資

源
（
人
、
も
の
、
文
化
等
）
を

集
結
し
、
町
の
価
値
を
高
め
る

こ
と
、
都
市
と
農
村
と
の
往
来

や
つ
な
が
り
を
促
し
、
交
流
人

口
を
拡
大
す
る
こ
と
、
町
の
認

知
度
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
整
備
さ
れ
た
。

　

農
産
物
直
売
所
に
お
け
る
手

数
料
に
つ
い
て
は
、
年
間
の
売

上
額
が
一
定
額
以
上
の
場
合
に

手
数
料
が
減
っ
て
い
く
と
い
う

方
式
を
採
用
し
て
い
る
。

　

道
の
駅
の
運
営
方
法
は
、
指

定
管
理
と
な
っ
て
お
り
、「
あ
び

ら
観
光
協
会
」
を
指
定
管
理
者

と
し
て
指
定
を
行
っ
て
い
る
。

⑵
道
の
駅
の
人
員
体
制
、
入
込

客
数
等
に
つ
い
て

　

道
の
駅
の
人
員
体
制
は
、
道

の
駅
運
営
推
進
員
（
非
常
勤
特

別
職
）
１
名
、
観
光
協
会
の

コ
ー
ナ
ー
責
任
者
２
名
、
パ
ー

ト
職
員
22
名
、
ア
ル
バ
イ
ト
６

名
の
体
制
と
な
っ
て
い
る
。

　

本
年
４
月
の
開
業
後
、
10
月

14
日
ま
で
に
68
万
７
千
422
人
が

来
場
し
、
当
初
想
定
し
て
い
た

年
間
32
万
人
の
来
場
者
を
大
き

く
上
回
る
盛
況
ぶ
り
と
な
っ
て

い
る
。

　

車
中
泊
へ
の
対
応
に
つ
い
て

は
、
週
末
に
な
る
と
10
台
か
ら

20
台
程
度
が
車
中
泊
を
し
て
お

り
、
ゴ
ミ
の
投
棄
な
ど
の
問
題

は
発
生
し
て
い
な
い
が
、
ト
イ

レ
で
の
洗
髪
な
ど
で
排
水
に
影

響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
あ
る
。

⑶
道
の
駅
に
設
置
し
て
い
る
鉄

道
車
両
に
つ
い
て

　

道
の
駅
に
設
置
さ
れ
て
い
る

蒸
気
機
関
車
「
Ｄ
51　

320
号
機
」

は
、
昭
和
51
年
に
現
役
を
退
い

た
車
両
で
鉄
道
資
料
館
に
お
い

て
展
示
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ

る
。
旧
国
鉄
の
Ｏ
Ｂ
で
構
成
す

る
団
体
に
よ
り
43
年
間
に
わ

た
っ
て
整
備
さ
れ
て
お
り
、
道

の
駅
に
鉄
道
資
料
館
が
移
転
し

た
こ
と
に
併
せ
て
移
設
し
て
い

る
。

　

ま
た
、
平
成
30
年
３
月
を

も
っ
て
現
役
を
退
く
こ
と
と

な
っ
て
い
た
特
急
お
お
ぞ
ら

「
キ
ハ
183
系
」
を
、
北
海
道
鉄

道
観
光
資
源
研
究
会
が
ク
ラ
ウ

ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
よ
っ
て

資
金
調
達
し
、
Ｊ
Ｒ
北
海
道
か

ら
購
入
し
て
安
平
町
に
対
し
て

寄
附
を
行
っ
て
い
る
。
寄
附
を

受
け
た
車
両
は
、
蒸
気
機
関
車

と
と
も
に
道
の
駅
に
展
示
し
て

い
る
。

■
ま
と
め

　

道
の
駅
な
な
い
ろ
・
な
な
え

は
、
開
業
か
ら
１
年
が
経
過

し
、
現
在
は
入
込
客
数
も
順
調

に
推
移
し
て
い
る
。
本
年
４
月

に
は
、
民
間
活
力
導
入
施
設
も

開
業
し
、
両
施
設
の
相
乗
効
果

が
期
待
で
き
る
。

　

今
回
視
察
を
行
っ
た
３
町
に

お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
地
域
の

特
性
を
生
か
し
た
取
組
に
よ
っ

て
地
域
の
魅
力
向
上
に
繋
げ
て

い
る
。
各
町
の
主
な
取
組
と
し

て
は
、
斜
里
町
に
お
い
て
は
車

中
泊
に
よ
る
観
光
客
に
対
す
る

取
組
や
外
国
人
観
光
客
が
増
加

し
す
ぎ
る
こ
と
を
抑
え
る
た
め

の
取
組
、
弟
子
屈
町
に
お
い
て

は
周
辺
自
治
体
と
の
連
携
に
よ

る
広
域
的
な
情
報
発
信
や
外
国

人
に
対
す
る
電
話
に
よ
る
通
訳

対
応
な
ど
の
取
組
、
安
平
町
に

お
い
て
は
蒸
気
機
関
車
や

デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
の
観
光
資
源
化
、

ま
ち
の
文
化
と
歴
史
を
伝
え
る

回
遊
拠
点
と
し
て
の
取
組
が
挙

げ
ら
れ
る
。

　

今
後
の
道
の
駅
の
運
営
に
当

た
っ
て
は
、
七
飯
町
の
食
や
文

化
に
つ
い
て
の
更
な
る
情
報
発

信
や
、
様
々
な
観
光
ニ
ー
ズ
に

対
応
す
る
た
め
、
外
国
人
観
光

客
な
ど
の
個
人
旅
行
客
へ
の
対

応
を
よ
り
一
層
行
う
こ
と
を
望

む
と
と
も
に
、
再
度
訪
れ
た
い

と
思
う
道
の
駅
と
な
る
よ
う
、

一
層
の
魅
力
向
上
に
取
り
組
ま

れ
る
こ
と
を
望
む
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
観
光
振
興
に
つ
い
て

は
、
七
飯
町
へ
の
誘
客
と
送
客

が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
周

辺
自
治
体
と
も
連
携
し
、
広
域

的
な
情
報
発
信
に
取
り
組
ま
れ

る
こ
と
を
望
む
も
の
で
あ
る
。

　議長あての文書や案内状は、日程の調整をする必要
がありますので直接議会事務局にお送り下さい。

◆送り先　　七飯町本町6丁目1番1号
　　　　　　七飯町議会議長　あて
◆電　話　　６５－５９４７（直通）

議会事務局からのお願い

道の駅に設置されている蒸気機関車道の駅に設置されている蒸気機関車道の駅に設置されている蒸気機関車

安平町での視察状況安平町での視察状況安平町での視察状況

第３回臨時会
第４回臨時会

第４回定例会

10月21日
11月25日
12月11日
12月12日
12月13日

定例会、臨時会出席状況一覧表
木
下　
　

敏

青
山　

金
助

川
上　

弘
一

若
山　

雅
行

中
川　

友
規

川
村　

主
税

中
島　

勝
也

澤
出　

明
宏

坂
本　
　

繁

上
野　

武
彦

長
谷
川　

生
人

畑
中　

静
一

稲
垣　

明
美

田
村　

敏
郎

池
田　

誠
悦

平
松　

俊
一

神
﨑　

和
枝

横
田　

有
一開会日

議員名

○
○
○
△
×

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

○
○
○
○
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○
○
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○
○

○
○
○
○
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○
○
○
○

○
○
○
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○
○
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○
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△
○
○
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○

○
○
○
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○
○
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○

※判定　○＝出席、×＝欠席、△＝遅参・早退・中座、公＝公務、忌＝忌引

　第４回定例会の会議録は、４月下旬

以降に議会事務局で閲覧することが

できます。下記の七飯町議会のペー

ジからも閲覧することができます。

http://www.town.nanae.hokkaido.jp/
　　　 hotnews/category/214.html


